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計  画  書 
中播都市計画地区計画の決定（姫路市決定） 

都市計画城見台二丁目地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 城見台二丁目地区地区計画 

位  置 姫路市城見台二丁目 

面  積 約９．７ha 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ姫路駅より北東へ約５ｋｍ、ＪＲ野里駅より東へ約１．

５ｋｍに位置しており、これまで（旧）住宅地造成事業に関する法律に基

づいて宅地開発が行われ、現在は戸建専用住宅を中心とした大規模な住宅

団地が形成されている。 

本地区計画は、良好な住宅地として住環境の維持・保全を行うほか、高

齢社会に対応する高齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境にも配慮し、住

宅地と調和した近隣商業地区の形成など、適切な土地利用を行うことによ

り、郊外住宅地としての市街地環境の形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

本地区を以下の２地区に区分し、適切な土地利用を図る。 

１ 住宅地区 

   戸建住宅を主体とした住環境の維持、保全を行い、良好な住宅市街

地の形成を図る。 

２ 近隣商業地区 

   周辺地区の利用も考慮した生活利便施設の立地を誘導し、店舗併用

住宅など周辺環境と調和した生活空間の形成を図る。 

地区施設の 

整備方針 

整備された道路、水路及び公園などの機能が損なわれないよう維持、保

全を図る。 
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建築物等の 

整備の方針 

住宅地としての住環境の維持、保全を行い、良好な住宅市街地の形成を

図るため、住宅地区において建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、

建築物等の高さの最高限度、建築物の敷地面積の最低限度又は建築物等の

形態又は意匠の制限を定める。 
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名 称 住宅地区 
地区の 

細区分 
面 積 約９．４ha 
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建築物等の用途の制限 

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 一戸建の専ら居住の用に供する住宅。 

２ 一戸建の住宅で、延べ面積の２分の１以上を居住の

用に供し、かつ、次の各号のいずれかに該当する用途

を兼ねるもの 

⑴ 事務所（汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車

その他これらに類する自動車で、建築基準法施行令

第１３０条の３第１号の規定により国土交通大臣の

指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設け

て業務を運営するものを除く。） 

⑵ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若

しくは喫茶店 

⑶ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸

衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を

営む店舗 

⑷ 自家販売のために食品製造業（食品加工業を含

む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他こ

れらに類するもの（原動機を使用する場合にあって

は、その出力の合計が０．７５キロワット以下のも

のに限る。） 

⑸ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類す

る施設 

⑹ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は

工房（原動機を使用する場合にあっては、その出力

の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

３ 事務所（城見台団地管理組合が建築するものに限

る。） 

４ 保育所又は託児所 

５ 老人ホーム、老人デイサービスセンター又は老人短

期入所施設 

６ 寄宿舎及び共同住宅（老人グループホームの用途に

供する施設に限る。） 

７ 診療所 

８ 巡査派出所、公衆電話所又は建築基準法施行令第１

３０条の４に掲げるもの 

９ 主に地域的な共同活動の目的の用に供する集会所そ

の他これに類するもの 

１０ 前各項の建築物に附属する自動車車庫及び物置その

他これに類するもので、これらの床面積の合計が５０

㎡以下となるもの 
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容積率の 

最高限度 
１０分の１５ 

建築物等の高さの 

最高限度 
１０ｍ 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
１５０㎡ 
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建築物等の形態 

又は意匠の制限 

門扉は内開き構造又は引違い等とし、外開きの場合は開

放時に敷地境界線を超えてはならない。 

「地区計画区域及び地区整備計画区域は計画図表示のとおり」 
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城見台二丁目地区地区計画の注意事項 

城見台二丁目地区地区計画区域では、以下の制限がかかります。 
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住宅地区 ● ●  ●   ● 〇  要 

地区整備計画

指定なし区域 
         不要※ 

●姫路市地区計画の区域内の建築物等の制限に関する条例により制限されている項目 

〇姫路市地区計画の区域内の建築物等の制限に関する条例により制限されていない項目 

 

建築物の建築をする際など、届出の必要な行為を行う場合は、行為の

着手の 30日前までに届出をする必要があります。 

 

※  地区整備計画指定なし区域（計画図で色が塗られていない区域、

姫路市 Web マップで地区計画の詳細区分が「―」となっている区

域。）は届出不要です。 

 

 


